
セ
キ
リ
且
ウ
ケ
ン
ジ
ユ
ツ

閥
流
創
術

創
術
の

一
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
三
副
が
何
で
あ
る
か
は
明
ら
か

統
名
で
、
巾
係
械
の
剣
術
青
白
川
五
郎
右
術
門
が師同

一
で
な
い
。
一
位
協
が
あ
る
で
は
な
〈
、
少
し
斜
め
に
奥

へ
て
勢
鯨
杭
と
嬉
し
た
の
を
、
胤
川
同
左
術
門
が
体
へ

一
ま
っ
て
陰
陽
石
と
見
え
る
も
の
が
あ
る
。
或
は
滞
侠

て
関
統
と
椴
し
た
。
印
牧
・
山
附
な
ど
の
各
統
も
柏
町

一
後
宮
の
妃
儲
が
、
公
手
立
の
出
住
を
一
耐
る
と
い
ふ
や

泌
杭
の
支
杭
で
あ
る
が
、
和問
問
な
る
紡
が
あ
っ
た
。

一
う
な
恥
か
ら
起
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
制
生
の
松
、

セ
キ
リ
ュ
ウ
サ
ン
ガ
h
y

閥
流
咋お
早
(
一
〉
利
川

一
役
目
刊
の
竹
田
す
が
あ
し
ら
は
れ
て
ゐ
た
さ
う
だ
が
、
今

緋
泌
系

l
捌
キ
和
を
組
と
す
る
邸
内
V

で
、
そ
の
加
賀

一
は
作
犯
し
な
い
。
ぬ
の
名
も
そ
の
あ
た
り
か
ら
来
て

抑
に
砂
入
し
た
も
の
は
側
新
助
ギ
和
硲
郎
一
信
女
郎

一
ゐ
る
。

問日弘
・
巾
出
帆
丈
右
衛
門
允
到
・
中
川
帆
保
之
滋
彦
前
・
大

一

備
制
七
郎
光
政
の
併
に
よ
る
も
の
、
即
ち
巾
以
統
闘

一

流
に
幽
す
る
。
光
政
は
一応
附
の
人
で
あ
る
が
が
、
そ
れ

一

か
ら
金
持
の
利
川
税
制
泌
山
に
問

へ
、
巾
川
町
庄
兵
衛

一

般
従
・近
隣
止
(
作
信
行
・中
野
県
十
郎
正
直
を
刑
問
、
中

一

野
直
人
に
主
っ
て
明
治
維
新
に
際
品
目
し
た
。
諮
し
側

一

蹴
の
釘
法
が
加
賀
滞
に
入
っ
た
の
は
、
-
F

一地
税
よ
り

一

も
約
六
十
年
の
後
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。

一

公一〉
中
川
文
縦
糸

l
凶
平
和
の

mmmは
、
米
別
約
を

一

取
っ
て
務
内
に
入
っ
た
即
ち
閥
新
山
孝
利
・
前
木
彦

一

四
郎
利
英

・
松
永
安
右
術
門
良
仰

・
山
約
制
左
衛
門

一

中山位
、
四川間
山
時
中
山
住
門
人
山
山
附
久
次
郎
之
徽

・
同

一

際
凶
徹
平
定
資
と
な
り
、
次
い
で
山
約
之
徽
及
び
際

一

川
定
資
門
人
越
巾
山
山
の
中
川
文
山
州
市
川
、
ね
到
の

一

門
人
射
水
柿
白
木
の
石
県
勝
右
衛
門
前
問
に
似
は

り
、
信
闘
は
磁
披
泌
内
角
川
の
五
十
回
刷
小
川
口
次
、
金
持

一

の
日
下
辺
兵
衛
却
守
・今
村
説
中
次
復
路
・宮
川
製
助

一

忠
利
、期制咋
m
eM
搬
の
白
石
舵
九
郎
監
秋
に
Mm
へ
た
。

一

そ
の
内
山
約
中
心
敏
は
江
戸
の
入
、
制附
凶
定
資
は
米
州
伸

一

の
人
で
あ
り
、
加
能
越
に
入
っ
た
の
は
巾
川
府
立
を

一

初
と
す
る
か
ら
、
之
を
中
川
系
出
閥
抗
と
別
し
て
も
総

一

る
べ
き
わ
け
で
あ
ろ
。

一

セ
キ
レ
イ
ジ
マ

総
需
島

金
抑
徒
六
川
を
枕
れ

一

る
山
水
に
抱
出
陣
ゼ
ら
れ
た
小
さ
な
洲
で
あ
る
o
そ
こ

一

に
は
布
部
品
棋
が
為
っ
て
、
三
一
刷
と
凶
し
た
矧
が
備
げ

一

雲
館

ー
サ
ク
ラ
ヰ
セ
ツ
カ
y

セ
キ
|
セ
ツ

一
十
五
日
寂
。

一

セ
ツ
シ
ユ
イ
ン
録
取
院

金
際
小
立
野
深
土
宗

一
如
来
寺
の
地
問
で
、
元
和
三
年
布
取
の
削
山
政
で
あ
っ

一
た
が
、
今
作
せ
ぬ
。

一

セ
ツ
ジ
ヨ
ウ

雲
紋

J
フ
タ
ピ
サ
ヤ
セ
シ
ジ
ヨ

一
ウ

一
耐
久
田
町
台
杖
。

一

セ
ツ
シ
ョ
ウ
ガ
タ
ナ
殺
生
刀

J
タ
イ
ト
ウ

一
榊
万
。

一

セ
ツ
シ
ン
ハ
h
y
チ

雲
心
白
磁

石

川

淵
凹
制
也
市

一
大
束
寺
三
十
六
代
の
佐
待
。
加
到
の
人
、
官品
川
氏。

一
節
山
道
湖
に
撲
を
受
け
、
従
道
芸
市
に
制
法
し
た
。

一
岱
て
永
併
に
白
衆
と
な
り
、次
い
で
永
平
に
調
設
し
、

一
自
性
寺
を
巾
興

L
、
後
に
大
課
寺
を
節
し
た
。
元
文

一
二
年
三
且
大
来
寺
に
入
り
開
掌
、

一
位
五
年
、
従
保

一
元
年
六
且
九
日
六
十
七
訟
を
以
て
寂
し
た
。

一

セ
ツ
ソ
ウ
ユ
ウ
ホ

雲
窓

枯

補

石
川
附
印
刷
宗

一
大
采
寺
十
三
代
の
位
待
。
胤
応
叩
桝
引
の
人
0

・一氷沌

一
寺
に
入
っ
て
一
ト
笈
4
1
戒
し
、
品
川
天
守
に
来
っ
て
山
田
川
出

一
一止
松
に
多
L
、
設
に
そ
の
官
民
法
を
授
け
ら
れ
た
。
後

セ
ツ
カ
ン

一
腿
名
刺
に
諮
り
、
問
年
大
東
帝
に
問
。
、
放
天
寺
十

弁
訴
倍
。

一
代
を
粂
ね
、
延
山
古
寺
を
附
き
、
天
正
凶
年
四
且
十
四

セ
ツ
ガ
ン

設
額

河

北

畑
一
出
反
凶
民
国
間
取
一
成
妙

一
日
寂
し
た
。

築
寺
の
佐
伯
。
問
榔
井
上
聞
光
寺
山間
制
坊
間
凶
彰
の
弟

で
あ
っ
た
。
開
悟
院
媛
般
に
取
ん
で
四
日
司
と
な
り
、

元
治
元
年
正
且
五
日
寂
。

セ
ッ
ト
ウ
窃
盗

犯
文
以
前
で
は
、
窃
読
は
加

セ
ツ
ガ
ン
ユ
ウ
シ
ョ
ウ

雲
鍾
侍
松

山
制
宗
の

一
一
四
国
の
山
制
度
に
狗
ら
ず
死
刑
に
雌
せ
ら
れ
た
が
、
刑判徴

的
。
能
資
の
入
。
街
路
寺
の
由
民
化
玄
絡
に
附
訴
し、

一
な
る
梨
合
に
は
、
時
に
減
刑
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ

嗣
法
し
て
総
持
寺
に
出
世
L
、
後
信
泌
館
松
寺
に
謹

一
た
。
沈
文
入
年
務
士
大
阪
五
郎
左
術
門
の
鐙
持
法
助

っ
た
。

一
が
、
府
間
の
大
一肢
と
柴
と
を
杭
叫
ん
だ
の
で
、
主
人
は

セ
ツ
コ
ウ

零
貢

J
サ
ガ
ノ
ヤ
也
ツ

コ
ウ

佐

一
斬
刑
と
せ
ん
こ
と
を
山
脈
し
た
が
、
耳
品
切
の
後
泊

到
野
屋
包
員
。

一
般
に
似
す
べ
く
指
令
せ
ら
れ
た
如
き
は
そ
の
例
で
あ

セ
ツ
サ
ン

設
三

金
得
時
宗
玉
泉
寺
六
代
。
位

一
司
令
。
此
く
の
如
〈
迩
政
せ
ら
れ
た
小
川
叫
に
し
て
、
N

光
院
比
阿
設
三
和
向
と

い
は
れ
た
。
見
保
二
年
五
周

一
び
約
内
に
人
り
窃
読
を
岱

L
、
禁
年
三
回
に
及
ん
だ

セ
ゴ
ヱ

溺
越
何
ゴ
江
泊
加
問
庄
に
臨
す
る

部
wm
。
揃
越
捕
に
は
大
型
寺
訴
の
蛤
鉱
閉
が
あ
っ

て
、
中
氏
の
も
の
間
々
之
に
待
っ
た
。

セ
サ
イ
ト
ヲ
セ
ン
世
清
得

船

石

川
端
町
一例
宗

大
来
寺
五
十
二
代
の
住
持
。
同
防
の
人
、
育
問
肌
氏
。

安
永
沼
年
間
家
L
、
箆
政
九
年
安
部
凶
襟
寺
に
首
職

と
な
り
、
J
t

二
年
茶
制
押
印
制
等
に
腕
筏
L
、
平
和
元

年
剛
(
元
寺
に
妙
。
、
観
年
八
且
永
平
等
に
住

L
、
文

化
七
年
凶
的
制
昌
寺
に
判
じ
、
天
保
二
年
大
采
寺
に

入
。
附
欽
抑
制
法

L
、

一
位
五
年
、
諸
説
を
修
理

L
柴

山
川
を
刊
砲
し
た
。
天
保
十
二
年
七
且
三
日
前
世
州
防
迎

寺
に
て
寂
。

民
の
死
刑
を
根
し
た
が
、
出耐
の
巾
間
間
以
後
に
は
、
父

の
死
雛
に
男
子
の
辿
座
し
て
析
せ
ら
れ
る
場
合
、『ハ久

之
持
に
よ
り
伴
切
害
被
仰
付
』
と
い
ふ
や
う
に
用
ひ

ら
れ
た
。

セ
ツ
カ
イ
バ
シ
せ
っ
か
い
橋

金
樽
柿
於
砲
に、

『
せ
っ
か
い
縮
、
出
宵
草
辻
也
』
と
あ
っ
て
、
背
革
辻
か

ら
近
江
町
惣
同
刑
期
を
泊
行
す
る
様
で
あ
っ
た
が
、
緩

滞
後
惣
出
川
と
共
に
出
慨
し
た
。
せ
っ
か
い
慨
は
銭
待
舗

の
稀
で
あ
る
と
も
い
ふ
が
、
強
閉
山
で
あ
ら
う
。

ゼ
ツ
ガ
h
y
リ
ヨ
ウ
イ

縄問早

T
鏡

石

川

郡
山
洞

宗
大
一
米
寺
三
十
代
の
住
持
。
肥
前
の
入
。
問
凶
高
併

寺
花
山
の
法
制
で
、
資
氷
六
年
春
大
束
寺
に
晋
山

L
、
正
徳
凶
年
退
限
、
亭
保
十

一
年
正
且
六
日
示
寂

し
た
。

ゼ
ツ
カ
ロ
歩

経
家
銭
加
賀
将
士
に
し
て
注
文

か
ら
お
永一
に
京
る
ま
で
に
絶
家
し
た
も
の
L
姓
名

・

知
行
高
及
び
車
問
を
年
代
附
に
記
縦
し
た
も
の
。
文

別
に
二
加
あ
っ
て
、
そ
れ
を
総
合
す
る
と
天
文
か
ら

克
治
ま
で
あ
る
。

セ
ソ
ン
イ
ン

世
尊
院
石
川
仰
木
古
同
〈
今
突
川
)

な
る
耐
城
山
正
枇
の
別
件川で
、
良
吉宗一
に
聞
出
し
て
日

た
。
明
治
訓
刷
新
の
際
滅
亡
に
印
し
て
そ
の
来
阪
を
許

か
に
せ
ぬ
が
、
今
文
政
入
年
の
節
制
州
キ
一
存
す
る
。
日

〈
、
附
倉
院
は
本
古
口
浩
の
市
街
に
在
る
。
中
古
際
線

山
正
荒
燥
L
て
茂
誌
と
な
っ
た
。
見
永
二
十
年
併
一
桁

深
山
市
苛
を
能
尖
榔
小
松
に
恕
て
、
名
づ
け
て
悦
徳
院

と
い
う
た
。
民
治
元
年
小
松
養
耐
院
桁
釘
の
法
制
祐

白
山
符
院
に
住
持
L
、
次
い
で
木
世
間
に
移
り
、
山
正

副
を
政
側
し
、
町
内
二
年
金
制
仰
の
諮
光
院
諮
問
問
来
っ

て
本
院
に
住
し
、
京
ね
て
枇
一刷
を
建
て
た
と
。
之
に

よ
っ
て
大
限
を
知
ら
れ
る
。

セ
ツ
ガ
イ

殺
害

切
符
と
も
む
〈
。
市
〈
は
際

l盟
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